
上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条第２項の規定に基づき、
書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記
載書面）への記載を省略しております。

第22期定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項

　計算書類の個別注記表

第22期
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

株式会社アズパートナーズ



個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
　販売用不動産、仕掛販売用不動産
　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）を採用

しております。
　貯蔵品
　　最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）によってお

ります。

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産

　　定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　８年～47年
構築物　　　　　10年～20年
器具及び備品　　３年～15年

②無形固定資産
　　定額法を採用しております。
　　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

③長期前払費用
　　定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準
①貸倒引当金

　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

②賞与引当金
　　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
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(4) 収益及び費用の計上基準
　　約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込

まれる金額で収益を認識しております。
　　シニア事業における顧客との契約は、当社が介護付きホーム（介護付有料老人ホーム）、デイサービ

ス、ショートステイのための施設運営を行い、顧客に対して介護サービスを提供することであり、これ
らの契約における当社の履行義務は、契約期間にわたり継続的に介護サービスを提供することであり、
当該履行義務は、通常、契約期間にわたり介護サービスを提供するにつれて充足されるものであるた
め、その収益は当該履行義務が充足される期間において、契約に定められた金額に基づき経過期間に対
応する金額を各月に計上しております。

　　不動産事業に属する不動産販売事業における顧客との契約は、当社が所有する不動産を顧客に引き渡す
ことであり、当社の履行義務は、通常、不動産の引き渡し時において充足されるものであるため、その
収益は引き渡し時点で、契約に定められた金額に基づき計上しております。

　　不動産事業に属する不動産賃貸事業においては、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第
13号　2007年３月30日）に基づき収益を計上しております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理

控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。ただし、固定資産に係る控除対
象外消費税は投資その他の資産の長期前払費用に計上し５年間で均等償却を行っております。また、居
住用賃貸建物である販売用不動産に係る控除対象外消費税は取得原価に算入しております。

関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
当社の譲渡制限付株式報酬制度（リストリクテッド・ストック）に基づき、当社の取締役及び従業員に
支給した報酬等については、対象勤務期間にわたる定額法により償却しております。

２. 表示方法の変更に関する注記
（損益計算書）

　前事業年度において「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取手数料」については、重
要性が増したため、当事業年度においては独立掲記しております。なお、前事業年度の「受取手数料」
10,485千円であります。

（税効果会計関係）
　前事業年度において、「その他」に含めていた「繰延消費税」は、金額的重要性が増したため、当事
業年度より独立掲記しております。なお、前事業年度の「繰延消費税」18,800千円であります。
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シニア事業に係る有形固定資産 271,155千円
シニア事業に係る無形固定資産 27,000千円
減損損失 5,660千円

販売用不動産 4,374,051千円
仕掛販売用不動産 3,785,918千円

３. 会計上の見積りに関する注記
（シニア事業に係る固定資産の減損）
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りに関する情報
①当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

当社のシニア事業に係る減損の要否の判定単位は、原則として、概ね独立したキャッシュ・フロー
を生み出す最小単位である各ホーム等のサービス拠点としております。

減損の兆候があるホーム等のサービス拠点については減損損失の認識の判定を行い、各ホーム等の
サービス拠点における割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。

②当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
減損損失の認識にあたり使用する割引前将来キャッシュ・フローの算定にあたっては、事業計画を

基礎としております。その事業計画には各ホームの稼働率の改善及び顧客単価等の推移に関する仮定
を含んでおります。当該見積りには、介護保険制度に関連した外部環境に関する当社の情報や当社の
内部情報（稼働率の実績や単価実績など）を用いており、資産グループの現在の使用状況や合理的な
事業計画等を考慮しております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
上記の見積り及び仮定について、将来の不確実な経済状況等の変動等により見直しが必要となった

場合、翌事業年度において追加の減損損失（特別損失）が発生する可能性があります。

（販売用不動産及び仕掛販売用不動産の評価）
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

販売用不動産及び仕掛販売用不動産（以下、「販売用不動産」）の評価においては、棚卸資産の評
価に関する会計基準に従い、取得原価をもって貸借対照表価額とし、収益性の低下により期末におけ
る正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額
としております。

②当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
正味売却価額の見積りにおいては、不動産市況や個別物件ごとの近隣地域における販売状況等を勘

－ 3 －



販売用不動産 3,253,132千円
仕掛販売用不動産 3,029,773千円
建物 259,000千円
土地 3,416,818千円

計 9,958,725千円

短期借入金 1,476,000千円
１年内返済予定の長期借入金 4,984,243千円
長期借入金 3,103,058千円

計 9,563,301千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,008,289千円

案して売価を見積り、個々の物件の状況に応じて見積もった追加販売コストを主要な仮定として算定
を行っております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
上述の見積り及び仮定について不動産市況や近隣状況等の変化により見直しが必要となった場合、

翌事業年度において、棚卸資産評価損を計上する可能性があります。

４. 貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

５. 損益計算書に関する注記
顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客　
との契約から生じる収益の金額は「9. 収益認識に関する注記　(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情
報」に記載しております。
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普通株式 3,587,400株

決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 5 年 ６ 月 2 5 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 196,680 55.00 2025年３月31日 2025年６月26日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年６月25日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 251,118 70.00 2026年３月31日 2026年６月26日

６. 株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
　　該当事項はありません。
(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

（4）当事業年度の末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び数
　　普通株式　59,700株
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貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

預金 881,990 881,990 －
長期預金 3,000,000 3,001,645 1,645
差入保証金 1,044,443 692,537 △351,905
　資産計 4,926,433 4,576,174 △350,259
長期借入金 3,250,474 3,248,852 △1,621
　負債計 3,250,474 3,248,852 △1,621

７. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　資金調達については、販売用及び開発用の不動産物件の取得に必要な資金は販売計画及び開発計画に
照らして、また、運転資金については資金繰り計画に照らして、それぞれ主に銀行借入により調達して
おります。また、資金運用については、短期的又は安全性の高い預金等に限定し、投機的な取引は行わ
ない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。ほとんどの売掛金は短期に決済さ
れるものであり、販売管理規程に従い、販売担当部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリング
し、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、滞留等による回収懸念の早期把握や軽減を図っ
ております。
　長期預金は、金銭の信託及び自由金利型定期預金（コーラブル型）であります。
　差入保証金は、主としてホームの賃貸借契約に基づき、支出した敷金であり、退去時において返還さ
れるものであります。預入先の信用リスクに関しては、預入先の信用状況を把握した上で賃貸借契約を
結ぶこととしておりますので、信用リスクは僅少であります。
　営業債務である買掛金並びに未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。
　借入金は、主に不動産の取得と開発に係る資金調達や短期の運転資金を目的としたものであり、必要
に応じて借入れを行っております。借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰り計画の定
期的な見直し、金利状況の把握等により、リスクを管理しております。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること
により、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、貸借対照表計上額
の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
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１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

預金 3,187,802 － － －
売掛金 2,429,305 － － －
長期預金 － 200,000 － －
差入保証金 2,131 8,913 8,543 8,056

合計 5,619,238 208,913 8,543 8,056

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 1,600,668 － － － － －
長期借入金
（１年内返済予
定の長期借入金
を含む）

5,250,415 629,253 122,167 91,250 755,826 1,651,975

合計 6,851,083 629,253 122,167 91,250 755,826 1,651,975

(注)現金は注記を省略しており、金銭の信託を除く預金、売掛金、短期借入金及び１年内返済予定の長
期借入金は、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載
を省略しております。

（注）１．金銭債権の決算日後の償還予定額

(*１)預金及び長期預金のうち金銭の信託については、償還予定が確定しているもののみ記載しており、満
期が定められておらず償還予定額が明らかでないため、償還予定額には含めておりません。

(*２)差入保証金については、償還予定が確定しているもののみ記載しており、償還期日を明確に把握でき
ないものについては、償還予定額には含めておりません。

（注）２．短期借入金及び長期借入金の決算日後の返済予定額

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算
定に係るインプットを用いて算定した時価
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
預金 － 881,990 － 881,990
長期預金 － 2,800,000 － 2,800,000
　　資産計 － 3,681,990 － 3,681,990

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期預金 － 201,645 － 201,645
差入保証金 － 692,537 － 692,537
　　資産計 － 894,183 － 894,183
長期借入金 － 3,248,852 － 3,248,852
　　負債計 － 3,248,852 － 3,248,852

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
① 時価で貸借対照表に計上している金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
預金及び長期預金

　預金及び長期預金は金銭の信託であり取引金融機関から提示された価格等を用いて評価しておりま
す。市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル２の時価
に分類しております。

② 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期預金、差入保証金

　その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定してお
り、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
　これらのうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似し
ていることから、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規
に同様の借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており
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貸借対照表計上額 時 価

1,292,655千円 2,046,457千円

繰延税金資産
未払事業税 33,780千円
賞与引当金 72,633千円
減価償却超過額 7,251千円
未払金 194,327千円
繰延消費税 76,161千円
その他 40,609千円

繰延税金資産　小計 424,763千円
評価性引当額 △749千円
繰延税金資産　合計 424,014千円
繰延税金負債

その他 －千円
繰延税金負債　合計 －千円
繰延税金資産の純額 424,014千円

ます。これらについては、レベル２の時価に分類しております。

８. 賃貸等不動産に関する注記
(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸用のオフィスビル（土地
を含む。）や駐車場（土地を含む。）を有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．当事業年度末の時価は、固定資産税評価等に基づいて自社で算定した価額（指標等を用いて調

整を行ったものを含む。）によっております。

９. 税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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（単位：千円）
報告セグメント

合計
シニア事業 不動産事業

介護付きホーム 12,744,072 － 12,744,072

デイサービス及びショートステイ 2,688,580 － 2,688,580

不動産販売 － 7,898,364 7,898,364

その他 23,836 － 23,836

　顧客との契約から生じる収益 15,456,489 7,898,364 23,354,854

　その他の収益（注） 5,795 300,361 306,156

　外部顧客への売上高 15,462,285 8,198,726 23,661,011

（単位：千円）
報告セグメント

合計
シニア事業 不動産事業

一時点で移転される財又はサービス 9,700 7,898,364 7,908,064
一定期間にわたり移転される財又はサ
ービス 15,446,789 － 15,446,789

　顧客との契約から生じる収益 15,456,489 7,898,364 23,354,854

　その他の収益（注） 5,795 300,361 306,156

　外部顧客への売上高 15,462,285 8,198,726 23,661,011

１0.　収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
①財又はサービスの種類別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。

②収益認識の時期別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。

（注）「その他の収益」には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産
賃貸収入等が含まれています。
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当事業年度末
（2026年３月31日）

顧客との契約から生じた債権（期首残高）

売掛金　　（注１） 2,152,574

合計 2,152,574

顧客との契約から生じた債権（期末残高）

売掛金　　（注１） 2,429,305

合計 2,429,305

契約負債（期首残高）（注２） 5,225,828

契約負債（期末残高）（注２） 5,587,156

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解するための基礎となる情報は、「１.重要な会計方針に係る事項に関する注記　(4)収益及び費
用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
　当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報
　顧客との契約から生じた債権、契約資産、契約負債の期首残高及び期末残高は次のとおりであります。

（単位：千円）

（注）１．顧客との契約から生じた債権
　顧客との契約から生じた債権は、通常30日から60日で決済されます。約束した対価の金
額に重大な金融要素は含まれておりません。

　　　２．契約負債
　契約負債は、主に介護付きホームの入居一時金及び販売用不動産の手付金であり、顧客と
の契約条件により受領した前受金であります。契約負債は収益認識に伴って、取り崩されま
す。
　当事業年度において認識した収益のうち、期首の契約負債の残高に含まれていた額は
1,622,848千円であります。

　　　３．当事業年度において、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から認識した
収益の額に重要性はありません。
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当事業年度末
（2026年３月31日）

１年以内 1,701,062

１年超２年以内 1,499,850

２年超３年以内 1,235,819

３年超４年以内 788,650

４年超 361,774

合計 5,587,156

　　　４．残存履行義務に配分した取引価格
　未充足（又は部分的に未充足）の履行義務の残存期間別の残高は次のとおりであります。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありま
せん。

（単位：千円）
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(1) １株当たりの純資産額 1,440円46銭
(2) １株当たりの当期純利益 330円90銭

11. １株当たり情報に関する注記

12.　その他の注記

　資産の保有目的の変更
　当事業年度において、保有目的の変更により、有形固定資産の一部を販売用不動産に振替いたしました。
その内容は以下のとおりです。
　建物及び構築物　　　　　　　　　　2,523,041千円
　器具及び備品　　　　　　　　　　　　　 6,107千円
　土地　　　　　　　　　　　　　　　　383,068千円
　借地権　　　　　　　　　　　　　　　521,829千円
　建設仮勘定　　　　　　　　　　　　　834,187千円
　計　　　　　　　　　　　　　　　　4,268,234千円
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